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今
回
の
改
正
は
、
本
市
の
企
業
立
地
奨
励

措
置
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
奨
励
金
の
交

付
対
象
事
業
者
、
交
付
額
、
交
付
に
係
る
手

続
き
等
を
見
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

委
員
会
で
は
、
同
奨
励
金
の
交
付
対
象
事

業
者
の
条
件
に
市
税
の
完
納
を
求
め
て
い
る

が
、
消
費
税
等
の
税
目
を
対
象
と
し
な
い
理

由
な
ど
に
つ
い
て
慎
重
に
審
査
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
今
回
の
改
正
は
、
バ
イ
オ
ラ

ボ
株
式
会
社
に
対
す
る
企
業
立
地
奨
励
金
交

付
に
端
を
発
し
て
お
り
、
本
市
議
会
に
お
い

て
も
百
条
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
補

助
金
支
出
の
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
種
々
指

摘
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
税
の
み

を
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
反
省

が
全
く
生
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
厳
正
な
審
査

を
行
う
べ
き
と
の
理
由
に
よ
り
、
７
名
の
委

員
か
ら
連
名
で
、
改
正
規
定
の
交
付
の
決
定

及
び
指
定
の
取
り
消
し
に
係
る
条
文
の
「
市

税
を
滞
納
し
て
い
る
と
き
」を「
市
税
、法
人

事
業
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
滞
納

し
て
い
る
と
き
」
に
修
正
し
よ
う
と
す
る
修

正
案
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案

の
と
お
り
原
案
を
修
正
し
て
可
決
し
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
樺
島
小
学
校
、
高
浜
小
学
校
、

野
母
小
学
校
、
脇
岬
小
学
校
の
統
合
に
伴
い
、

こ
れ
ら
の
小
学
校
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
議

案
な
ど
を
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
正
は
、
指
定
管
理
者
に
よ
る
市

営
住
宅
等
の
管
理
を
合
併
７
地
区
ま
で
拡
大

し
て
行
お
う
と
す
る
も
の
で
、
委
員
会
で
は
、

同
地
区
に
指
定
管
理
者
を
導
入
す
る
こ
と
で
、

入
居
者
等
の
利
便
性
の
向
上
が
図
れ
る
と
判

断
し
た
理
由
及
び
同
地
区
に
お
け
る
市
営
住

宅
の
諸
修
繕
等
の
発
注
方
法
に
つ
い
て
説
明

を
求
め
る
な
ど
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
合
併
地
区
に
対
す
る
指
定
管

理
者
制
度
導
入
の
検
証
が
十
分
で
な
い
こ
と
、

ま
た
、
入
居
者
の
利
便
性
が
向
上
す
る
と
い

う
根
拠
が
不
十
分
な
こ
と
、
さ
ら
に
、
合
併

地
区
に
お
け
る
諸
修
繕
等
の
発
注
に
お
い
て
、

同
地
区
内
の
有
資
格
登
録
業
者
に
確
実
に
発

注
さ
れ
る
と
い
う
保
障
が
十
分
に
得
ら
れ
て

い
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
７
名
の
委
員

か
ら
連
名
で
、
合
併
地
区
に
指
定
管
理
者
制

度
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
条
文
を
削
る
修
正

案
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案
の

と
お
り
原
案
を
修
正
し
て
可
決
し
ま
し
た
。

　

本
委
員
会
で
は
、
昨
年
12
月
か
ら
本
年
６

月
ま
で
約
６
カ
月
に
わ
た
り
、
バ
イ
オ
ラ
ボ

株
式
会
社
に
交
付
さ
れ
た
長
崎
市
企
業
立
地

奨
励
金
の
申
請
及
び
審
査
が
適
正
に
な
さ
れ

た
の
か
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
バ
イ
オ
ラ
ボ
株
式
会
社
は
奨

励
金
の
交
付
を
得
る
た
め
に
、
本
市
企
業
立

地
奨
励
条
例
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
と
し

て
の
資
格
要
件
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
虚
偽
の
内
容
の
指
定
申
請
書

や
奨
励
金
交
付
申
請
書
等
を
本
市
に
提
出
し

て
、
奨
励
金
の
不
正
受
給
を
行
っ
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

市
当
局
も
そ
の
事
実
を
認
識
し
て
い
た
な

ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
指
定
事
業
者
の

取
り
消
し
や
、
奨
励
金
の
返
還
を
命
じ
て
い

た
は
ず
で
あ
り
、
本
市
は
被
害
者
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
市
当
局
に
、
バ
イ
オ
ラ
ボ
株
式
会

社
の
関
係
者
を
告
訴
す
る
よ
う
要
請
い
た
し

ま
し
た
。

　

ま
た
同
時
に
、
バ
イ
オ
ラ
ボ
株
式
会
社
か

ら
提
出
さ
れ
た
指
定
申
請
書
等
の
審
査
に
お

い
て
、
市
の
審
査
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な

か
っ
た
こ
と
も
判
明
し
ま
し
た
。

　

市
当
局
に
、
関
係
職
員
に
対
し
て
厳
正
な

処
分
を
行
う
よ
う
求
め
る
と
と
も
に
、
今
後
、

二
度
と
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
、

企
業
立
地
奨
励
条
例
等
の
見
直
し
を
速
や
か

に
行
う
こ
と
を
要
請
い
た
し
ま
し
た
。

長
崎
市
企
業
立
地
奨
励
条
例
の一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
修
正
可
決

長
崎
市
営
住
宅
条
例
の一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
修
正
可
決

文
教
経
済
委
員
会

建
設
水
道
委
員
会 

　

６
月
定
例
会
で
、
次
の
人
事
案
件
に
つ
い

て
同
意
あ
る
い
は
推
薦
す
る
こ
と
に
決
定
し

ま
し
た
。

▼
公
平
委
員
会
委
員

　
　
　
　

太　

田　
　
　

清　

氏
（
新
任
）

▼
人
権
擁
護
委
員

　
　
　
　

髙
比
良　

芳　

紀　

氏
（
新
任
）

　
　
　
　

森　

田　

マ
サ
子　

氏
（
再
任
）

▼
農
業
委
員
会
委
員

　
　
　
　

野　

口　

達　

也　
（
議
会
推
薦
）

　
　
　
　

小　

宮　

慶　

一　
（
議
会
推
薦
）

　
　
　
　

村　

田　

生　

男　
（
議
会
推
薦
）

　

各
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
付
託
案
件
調

査
事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
行
政
視
察

を
行
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
報
告
し

ま
す
。

【
総
務
委
員
会
】

■
派
遣
委
員

（
委
員
長
班
） 

桑
原
善
弘
、
浦
川
基
継
、

梶
村
恒
男
、
鳥
居
直
記
、
深
堀
義
昭
、

向
山
宗
子
、
吉
原　

孝

（
副
委
員
長
班
）
津
村
国
弘
、
久
米
た
だ
し
、

田
中
洋
一
、
西
田
み
の
ぶ
、
牧
山　

隆
、

山
口　

博

■
調
査
都
市

（
委
員
長
班
）
日
光
市
、
福
島
市

（
副
委
員
長
班
）
石
巻
市
、
気
仙
沼
市

■
出
張
期
間

（
委
員
長
班
） 

４
月
15
日
～
17
日

（
副
委
員
長
班
） 

４
月
20
日
～
22
日

■
目    

的　

行
財
政
の
効
率
的
運
営
及
び

重
要
施
策
の
推
進
に
つ
い
て

特別委員会
からの報告

　バイオラボ株式会
社に対する企業立地
奨励金交付等に関す
る調査特別委員会が
調査を終了し、6月定
例会で調査結果を報
告しました。その要旨
は次のとおりです。

バ
イ
オ
ラ
ボ
株
式
会
社
に
対
す
る
企
業
立
地

奨
励
金
交
付
等
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

人
　
　
事

行
政
視
察


